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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 1月 7日 (2005.1.7)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 　 【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
　 グ ラ フ ィ ッ ク 工 業 で は 、 印 刷 物 及 び 印 刷 物 半 製 品 の 再 処 理 の 際 に 多 く の 相 異 な る 結 束 体
が 使 用 さ れ る 。 例 え ば そ の よ う な 結 束 体 は 、 束 状 物 、 パ レ ッ ト 、 紙 ス タ ッ ク 又 は ロ ー ル ス
タ ン ド で あ る 。 そ の よ う な 結 束 体 に よ っ て 、 印 刷 物 又 は 印 刷 物 半 製 品 は １ つ の 加 工 ス テ ッ
プ か ら 他 の 加 工 ス テ ッ プ に 又 は 発 送 部 に も 搬 送 さ れ る 。 そ の よ う な 結 束 体 は 、 一 般 に 印 を
つ け ら れ な け れ ば な ら な い 。 そ の よ う な 印 に よ っ て 特 に 結 束 体 の 中 身 が 特 定 さ れ る べ き で
あ る 。 し か し 追 加 的 に そ の よ う な 印 は 結 束 体 の キ ャ リ ア に つ い て の 表 示 も 、 例 え ば ロ ー ル
ス タ ン ド に つ い て の 表 示 も 含 ま れ る 。 表 示 は 例 え ば 製 品 の 種 類 、 製 品 の 数 、 印 刷 デ ー タ 、
依 頼 人 又 は 結 束 体 が 届 け ら れ る べ き 宛 名 に 関 す る も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 デ ィ ス プ レ ー は 、 交 換 可 能 な 視 覚 的 表 示 の た め の 視 野 を 有 し か つ 好 適 な 装 置 に よ っ て 記
載 さ れ か つ 読 み 取 ら れ る こ と が で き る 電 子 的 表 示 手 段 と 理 解 さ れ る 。 表 示 の 変 更 は い つ で
も 可 能 で あ る 。 情 報 は 修 正 さ れ 、 補 完 さ れ 又 は 消 去 さ れ る こ と が で き る 。 こ の こ と は ， 直
ち に も 無 線 で 行 わ れ る こ と が で き か つ 中 央 の 印 字 ユ ニ ッ ト か ら 行 わ れ る 。 本 発 明 に よ る 方
法 若 し く は 本 発 明 に よ る 結 束 体 の 本 質 的 な 利 点 は 、 情 報 の 少 な く と も 一 部 分 が 視 覚 的 に 認
識 可 能 で あ る こ と に あ る 。 そ の よ う な 結 束 体 の 取 扱 の た め に 中 身 に つ い て の 情 報 が 必 要 な
場 合 、 情 報 は 直 ち に か つ 装 置 の 使 用 な し に デ ィ ス プ レ ー で 見 る こ と が で き る 。 そ れ に も 拘
わ ら ず 上 記 の よ う に 、 表 示 及 び 情 報 の 修 正 及 び 変 更 は 直 ち に 機 械 的 に 若 し く は 電 子 的 に 可
能 で あ る 。 従 っ て 結 束 体 の 印 の 管 理 は 、 欠 点 な し に 機 械 的 に か つ 非 常 に 合 理 的 に 可 能 で あ



る 。
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